
令和８年度茨城・栃木旅行商品造成支援事業助成金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 北関東三県広域観光推進協議会は、茨城県及び栃木県への新たな旅行需要の創出を図るため、

旅行会社による茨城県及び栃木県を対象とした旅行商品の造成について、予算の範囲内で助成金を

交付するものとし、その交付については、この要綱に定めるところによる。 

 

（助成対象者） 

第２条 この要綱による助成の対象者は、旅行業法（昭和 27 年法律第 239 号）第３条に基づく登録を受け

ている旅行会社とする。 

 

（助成要件） 

第３条 この要綱による助成は、次の各号の要件をすべて満たし、北関東三県広域観光推進協議会会長

（以下「会長」という。）が承認した旅行商品を対象とする。 

（１）茨城空港就航先（国内）を起点とした旅行商品で、令和９年３月31日までに終了する旅行商品であるこ 

と。 

（２）茨城空港発着の航空便を利用（片道の利用を含む。）すること。 

（３）募集型企画旅行商品又は旅行の参加者（実績）が 10人以上の受注型旅行商品であること。ただし、 

フリープランは対象外とする。 

（４）次の①又は②に該当する旅行商品であること。 

① 茨城県、栃木県のどちらか一方の県内において１泊以上宿泊し、かつ、他方の県内において有料

観光施設への立ち寄り、お土産品の購入（１人あたり 1,000 円程度）又は１回以上の食事を含む旅程

の旅行商品 

② 茨城県及び栃木県の両県にそれぞれ１泊以上宿泊する旅程の旅行商品 

 

（助成額及び助成限度額） 

第４条 助成金の額は、旅行の参加者１名につき下表のとおりとする。ただし、１旅行商品につき、それぞれ

下表に定める金額を限度額とする。 

 

区 分 
１名あたりの助成額 

（１旅行商品あたりの上限額） 

第３条（４）①で栃木県内に宿泊する場合 
3,000円 

（30万円） 

第３条（４）①で茨城県内に宿泊する場合 
4,000円 

（40万円） 

第３条（４）②の場合 
5,000円 

（50万円） 

 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、令和８年度茨城・栃木旅行商品造成支援事業助成金交付申

請書（様式第１号）に関係書類を添付して、旅行商品の期間内で最初の出発日から起算して 10 日前ま



でに会長に提出するものとする。（該当日が閉庁日の場合はその前日） 

 

（交付決定） 

第６条 会長は、前条の交付申請書等を審査し、適当と認めたときは、令和８年度茨城・栃木旅行商品造

成支援事業助成金交付決定通知書（様式第２号）により、速やかに申請者に対して通知するものとす

る。 

 

（助成事業の変更承認等） 

第７条 申請者は、交付申請書記載の事業（以下、「助成事業」という）の内容を変更又は中止する場合は、

速やかに令和８年度茨城・栃木旅行商品造成支援事業変更（中止）申請書（様式第３号）を提出し、会

長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

２ 会長は、前項の規定により、助成事業の変更または中止を決定した場合は、令和８年度茨城・栃木旅

行商品造成支援事業変更（中止）決定通知書（様式第４号）により、速やかに申請者に対して通知するも

のとする。 

 

（実績報告） 

第８条 申請者は、助成事業の全催行終了日から起算して 30 日以内又は令和９年３月 31 日のいずれか

早い日までに、令和８年度茨城・栃木旅行商品造成支援事業実績報告書（様式第５号）を会長に提出し

なければならない。 

 

（助成金額の確定） 

第９条 会長は、前条の実績報告を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、助成金額を確定

し、令和８年度茨城・栃木旅行商品造成支援事業助成額確定通知書（様式第６号）により、申請者に通

知する。 

 

 （助成金の請求） 

第 10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、通知日から起算して 14日以内に令和８年度茨城・栃

木旅行商品造成支援事業助成金請求書（様式第７号）を会長に提出しなければならない。 

 

（助成金の支払） 

第 11条 会長は、前条の規定による適正な請求書を受理した日から 30日以内に助成金を支払うものとす

る。 

 

（助成金の交付決定の取消し等） 

第 12 条 申請者が不正に助成金の交付を受けたことが判明した場合、当該助成金の交付決定の全部又

は一部を取り消すものとする。この場合、申請者は、当該取消しに係る助成金に相当する金額を速やか

に返還しなければならない。 

 

（関係書類の保管等） 

第 13 条 申請者は、当該助成の対象となった事業に関する経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整

備し、当該事業の終了した日の属する年度の翌年から５年間これを保管しなければならない。 

 

（その他）  

第 14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 

付 則 

１ 本要綱は令和８年４月１日から施行する。 


